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一般競争入札公告 
 

 

次のとおり一般競争入札に付します。 

 

平成24年2月3日 
日本赤十字社栃木県支部 大田原赤十字病院 

契約行為者 院長 宮原 保之 
 

1 入札概要 

（１） 対象器機概要 

1、洗浄滅菌システム          １式 

①システム流し台              2台 

②自動内視鏡処置具洗浄装置           1台 

③呼吸器系回路用洗浄・除染・乾燥システム  1台 

④自動ジェット式超音波洗浄装置              2台 

⑤超音波洗浄装置              1台 

⑥システム乾燥器              2台 

⑦低温除湿乾燥器              1台 

⑧高圧蒸気滅菌装置             2台 

⑨酸化エチレンガスカートリッジ式滅菌装置  1台 

⑩酸化エチレン排ガス処理装置        1台 

⑪ＲＯ水製造装置              1台 

⑫システム作業台              4台 

⑬オープンラック              14台 

    ２、緊急滅菌システム          １式 

①低温プラズマ滅菌装置           2台 

（２）納入場所及び納入年月日 

那須赤十字病院（新病院）内 指定設置場所 
平成 24年 5月 31日迄 

（３）契約日 

平成24年3月 
 

２ 競争参加資格 

競争入札に参加することが出来ない者 

（１）当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者 
（２）次の各号の一に該当する事実があった後２年を経過しない者 

ア 契約の履行に当り、故意に工事若しくは物品の製造を粗雑にし、又は物品の品質若しくは

別紙様式５ 
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数量に関して不正の行為をした者 
イ 競争入札又はせりにおいて、その公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害

し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 
ウ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者 
エ 監督又は検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げた者 
オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 
カ 契約に関する調査にあたり虚偽の申し出をした者 
キ 前各号の一に該当する事実があった後２年を経過しない者を契約の履行にあたり代理人、

支配人、その他の使用人として使用した者 
（３）日本赤十字社栃木県支部大田原赤十字病院の資格格付けで物品販売のＡ等級以上であること。 
（４）申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に栃木県の請負契約に係る指名停止等

の措置を受けていないこと。 
 

３ 入札手続等 

（１）担当部局 

所在地 〒324-8686栃木県大田原市住吉町２-７-３ 
施設名 大田原赤十字病院 
担当課 事務部 管財課 
電 話 0287-23-1122（代表） 
メール tyoudo @ohtawara-jrc.com 

（２）入札説明書配付期間、場所 

期間 平成24年2月3日（金）～平成24年2月8日（水）  
土曜日及び日曜日、祝日を除く14：00から16：00まで 

場所 上記３(１)に同じ。 

（３）一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び一般競争入札参加資格審査資 

   料(以下「資料」という。)の提出期間、場所 

期間 平成24年2月3日（金）～平成24年2月9日（木）  
土曜日及び日曜日、祝日を除く14：00から16：00まで 

場所 ３(１)に同じ、持参すること。 

（４）入札及び開札の日時、場所並びに入札書の提出方法 

日時   1、洗浄滅菌システム 平成 24年 2月 28日（火） 14：30から 
          2、緊急滅菌システム  平成 24年 2月 28日（火） 15：00から 

場所 大田原赤十字病院 Ａ館4階 会議室 
入札書は上記日時、場所において持参により提出するものとする。 

 

４ その他 

（１）入札保証金及び契約履行保証  無 

 



3 

（２）入札の無効 

本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入

札並びに入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の

入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。尚、契約行為者により競争

参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において２に掲げる資格のない者は、競

争参加資格のない者に該当する。 
（３）落札者の決定方法 

 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

（４）手続における交渉の有無  無 

（５）契約書作成の要否  要 

（６）関連情報を入手するための照会窓口 

 上記３(１)に同じ。 

（７）競争参加資格の認定を受けていない者の参加 

 上記２に掲げる競争参加資格の認定を受けていない者は上記３(３)により申請書及び資料を

提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、競争入札参加資格 

審査の認定を受け、かつ、一般競争参加資格の確認を受けていなければならない。 

（８）一般競争入札に参加する資格があると確認された者に、経営、資産、信用の状況の変動により 

   契約の履行がなされないおそれがあると認められる事態が発生したときは、当該資格の確認を 

取り消すことがある。 

（９）詳細は入札説明書による。 

 

 


